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★
１
ヶ
月
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
の
考
え
方
★ 

  

こ
の
制
度
は
、
１
ヶ
月
の
範
囲
内
で
業
務
の
繁
閑
の
波

が
あ
る
業
種
の
残
業
対
策
と
し
て
良
く
紹
介
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
非
常
に
わ
か
り
に
く
い
制
度
で
す
の
で

整
理
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

１
ヶ
月
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
と
は
、
１
ヶ
月
以
内

の
一
定
期
間
（
例
え
ば
賃
金
計
算
期
間
）
を
平
均
し
、
１

週
間
当
た
り
の
労
働
時
間
が
法
定
労
働
時
間
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
、
特
定
の
日
又
は
週
に
法
定
労
働
時

間
（
８
時
間
／
１
日
又
は
４
０
時
間
／
１
週
）
を
超
え
て

労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。
つ
ま
り
、
従
業

員
に
あ
る
日
は
１
０
時
間
、
あ
る
週
は
４
２
時
間
働
か
せ

た
と
し
て
も
、
時
間
外
労
働
と
し
な
く
て
良
い
の
で
す
。

但
し
、
そ
の
た
め
に
は
あ
る
日
、
あ
る
週
に
８
時
間
、

４
０
時
間
を
超
え
る
分
の
埋
め
合
わ
せ
を
し
な
け
れ
ば

時
間
外
労
働
は
発
生
し
て
し
ま
い
ま
す
。
要
は
こ
の
制
度

は
、
１
ヶ
月
以
内
の
一
定
の
期
間
内
な
ら
ば
そ
の
一
定
期

間
の
法
定
労
働
時
間
の
総
枠
（
※
）
と
い
う
一
つ
の
大
き

な
し
ば
り
だ
け
で
、
あ
る
程
度
労
働
時
間
を
設
計
で
き
る

と
い
う
も
の
な
の
で
す
。 

※
一
定
期
間
の
法
定
労
働
時
間
の
総
枠
＝
一
定
期
間

の
日
数
÷
７
日
×
週
の
法
定
労
働
時
間
（
原
則
４
０
時

間
）
で
算
定
し
ま
す
。 

 

し
か
し
、
注
意
が
必
要
な
の
は
、
こ
の
制
度
は
、
あ
ら

か
じ
め
１
ヶ
月
以
内
の
一
定
期
間
に
つ
い
て
の
す
べ
て 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

の
労
働
日
、
労
働
日
ご
と
の
労
働
時
間
を
事
前
に
特
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
よ
っ
て
、
期

間
途
中
で
の
変
更
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。 

 

そ
し
て
、
事
前
に
特
定
は
し
た
も
の
の
予
定
通
り
に
労

働
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
場
合
の
時
間
外
労
働

の
算
定
の
仕
方
と
し
て
は
、
３
段
階
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
み

ま
す
。
①
第
１
に
、
１
日
に
つ
い
て
は
、
１
日
の
法
定
労

働
時
間
（
８
時
間
）
を
超
え
る
時
間
を
定
め
た
日
は
そ
の

時
間
、
そ
れ
以
外
の
日
は
１
日
の
法
定
労
働
時
間
（
８
時

間
）
を
超
え
て
労
働
し
た
時
間
を
算
定
す
る
。
②
第
２
に
、

１
週
間
に
つ
い
て
、
週
法
定
労
働
時
間
（
原
則
４
０
時
間
）

を
超
え
る
時
間
を
定
め
た
週
は
そ
の
時
間
、
そ
れ
以
外
の

週
は
週
法
定
労
働
時
間
（
原
則
４
０
時
間
）
を
超
え
て
労

働
し
た
時
間
（
但
し
、
①
で
時
間
外
労
働
と
な
る
時
間
は

除
か
れ
ま
す
。
）
③
第
３
に
、
１
ヶ
月
以
内
の
一
定
期
間

に
つ
い
て
、
そ
の
一
定
期
間
に
お
け
る
法
定
労
働
時
間
の

総
枠
を
超
え
て
労
働
し
た
時
間
を
算
定
す
る
（
但
し
、
①
、

②
で
時
間
外
労
働
と
な
る
時
間
は
除
か
れ
ま
す
。） 

 

具
体
的
に
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
例
え
ば
下
記
の
様
な

勤
務
表
だ
っ
た
と
し
ま
す
。
こ
の
勤
務
表
は
、
す
べ
て
事

前
に
特
定
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
勤
務
表
を
よ
く
見

て
い
た
だ
く
と
、
一
部
法
定
労
働
時
間
を
超
え
た
日
、
週

が
存
在
し
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
勤
務
表
の
通
り
働
か
せ

た
場
合
は
、
時
間
外
労
働
に
対
す
る
割
増
賃
金
の
支
払
い

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。 
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し
か
し
、
下
記
の
場
合
は
、
時
間
外
労
働
に
対
す
る
割

増
賃
金
の
支
払
が
必
要
で
す
。 

１
．
４
週
目
の
月
曜
日
が
忙
し
か
っ
た
の
で
、
１
２
時
間

働
か
せ
た
場
合 

上
記
①
に
よ
り
、
１
日
に
つ
い
て
最
初
に
定
め
た
の
は

１
０
時
間
で
し
た
の
で
、
実
働
１
２
時
間
―
１
０
時
間
＝

２
時
間
の
時
間
外
労
働
の
把
握
。
②
に
よ
り
、
週
に
つ
い

て
最
初
に
定
め
た
の
は
５
６
時
間
で
し
た
の
で
、
実
働
５

８
時
間
―
５
６
時
間
＝
２
時
間
と
な
り
ま
す
が
、
①
よ
り

２
時
間
の
時
間
外
労
働
を
把
握
済
み
で
す
の
で
、
週
に
つ

い
て
の
時
間
外
労
働
は
２
時
間
―
２
時
間
＝
０
時
間
。
③

に
よ
り
、
一
定
期
間
に
つ
い
て
最
初
に
定
め
た
の
は
１
６

（
一
定
期
間
の
法
定
労
働
時
間
の
総
枠
＝
２
８
日
間
÷

７
日
×
４
０
時
間
／
週
＝
１
６
０
時
間
＝
勤
務
表
の
合

計
時
間
１
６
０
時
間:

よ
っ
て
、
時
間
外
労
働
に
対
す
る

割
増
賃
金
の
支
払
い
不
要
）。 

 
 
 
 
 
 
 
 

０
時
間
で
し
た
の
で
、
実
働
１
６
２
時
間
―
１
６
０
時
間

＝
２
時
間
と
な
り
ま
す
が
、
①
に
よ
り
２
時
間
、
②
に
よ

り
０
時
間
を
把
握
済
み
で
す
の
で
、
２
時
間
―
２
時
間
―

０
時
間
＝
０
時
間
。
①
＋
②
＋
③
＝
２
時
間
＋
０
時
間
＋

０
時
間
＝
２
時
間
と
な
り
、
２
時
間
の
時
間
外
労
働
に
対

す
る
割
増
賃
金
が
必
要
に
な
り
ま
す
。 

２
．
３
週
目
の
月
曜
日
が
忙
し
か
っ
た
の
で
、
９
時
間
働

か
せ
た
場
合 

①
に
よ
り
、
１
日
に
つ
い
て
最
初
に
定
め
た
の
は
６
時

間
で
し
た
の
で
、
実
働
９
時
間
―
６
時
間
＝
３
時
間
と
は

な
ら
ず
、
９
時
間
―
８
時
間
（
法
定
労
働
時
間
）
＝
１
時

間
の
時
間
外
労
働
の
把
握
。
②
に
よ
り
、
週
に
つ
い
て
最

初
に
定
め
た
の
は
４
１
時
間
で
し
た
の
で
、
実
働
４
４
時

時
間
―
４
１
時
間
＝
３
時
間
と
な
り
ま
す
が
、
①
に
よ
り

１
時
間
の
時
間
外
労
働
を
把
握
済
み
で
す
の
で
、
３
時
間

―
１
時
間
＝
２
時
間
と
な
り
ま
す
。
③
に
よ
り
、
一
定
期

間
に
つ
い
て
最
初
に
定
め
た
の
は
１
６
０
時
間
で
し
た

の
で
、
実
働
１
６
３
時
間
―
１
６
０
時
間
＝
３
時
間
と
な

り
ま
す
が
、
①
に
よ
り
１
時
間
、
②
に
よ
り
２
時
間
の
時

間
外
労
働
を
把
握
済
み
で
す
の
で
、
３
時
間
―
１
時
間
―

２
時
間
＝
０
時
間
。
①
＋
②
＋
③
＝
１
時
間
＋
２
時
間
＋

０
時
間
＝
３
時
間
と
な
り
、
３
時
間
の
時
間
外
労
働
に
対

す
る
割
増
賃
金
が
必
要
に
な
り
ま
す
。 

３
．
１
週
目
の
月
曜
日
が
忙
し
か
っ
た
の
で
、
９
時
間
働

か
せ
た
場
合 

①
に
よ
り
、
１
日
に
つ
い
て
最
初
に
定
め
た
の
は
５
時

間
で
し
た
の
で
、
実
働
９
時
間
―
５
時
間
＝
４
時
間
と
は

な
ら
ず
、
９
時
間
―
８
時
間
（
法
定
労
働
時
間
）
＝
１
時

間
の
時
間
外
労
働
の
把
握
。
②
に
よ
り
、
週
に
つ
い
て
最

初
に
定
め
た
の
は
、
２
８
時
間
で
し
た
の
で
、
実
働
３
２

時
間
―
２
８
時
間
＝
４
時
間
と
は
な
ら
ず
、
実
働
３
２
時
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間
≦
４
０
時
間
（
法
定
労
働
時
間
）
な
の
で
、
時
間
外
労

働
の
把
握
は
０
時
間
。
③
に
よ
り
、
実
働
１
６
４
時
間
―

１
６
０
時
間
＝
４
時
間
と
な
り
ま
す
が
、
①
に
よ
り
１
時

間
、
②
に
よ
り
０
時
間
を
把
握
済
み
で
す
の
で
、
４
時
間

―
１
時
間
―
０
時
間
＝
３
時
間
。
①
＋
②
＋
③
＝
１
時
間

＋
０
時
間
＋
３
時
間
＝
４
時
間
と
な
り
、
４
時
間
の
時
間

外
労
働
に
対
す
る
割
増
賃
金
が
必
要
に
な
り
ま
す
。 

４
．
１
週
目
の
月
曜
日
に
９
時
間
働
か
せ
て
し
ま
っ
た
の

で
、
４
週
目
の
月
曜
日
を
６
時
間
労
働
に
変
更
し
た
場
合

①
に
よ
り
、
実
働
９
時
間
―
８
時
間
（
法
定
労
働
時
間
）

＝
１
時
間
。
②
に
よ
り
、
実
働
３
２
時
間
≦
４
０
時
間
（
法

定
労
働
時
間
）
よ
り
０
時
間
。
③
に
よ
り
実
働
１
６
０
時

間
―
１
６
０
時
間
＝
０
時
間
。
①
＋
②
＋
③
＝
１
時
間
＋

０
時
間
＋
０
時
間
＝
１
時
間
と
な
り
、
１
時
間
の
時
間
外

労
働
に
対
す
る
割
増
賃
金
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
で

疑
問
に
思
わ
れ
る
方
が
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
予
定
よ

り
４
時
間
オ
ー
バ
ー
し
て
働
か
せ
た
の
で
、
他
の
日
で
４

時
間
少
な
く
働
か
せ
、
一
定
期
間
の
法
定
労
働
時
間
の
総

枠
で
あ
る
１
６
０
時
間
以
内
に
し
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
、

１
時
間
の
時
間
外
労
働
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
？
そ
の

答
え
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
こ
の
制
度
は
『
期
間
途
中
で

の
変
更
を
認
め
て
い
な
い
』
か
ら
で
す
。
こ
の
部
分
を
良

く
勘
違
い
さ
れ
ま
す
の
で
注
意
し
て
導
入
を
検
討
し
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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★ 

労
働
問
題
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
＆
ス
タ
デ
ィ
★

（
健
康
保
険
の
扶
養
に
つ
い
て
） 

 

お
客
様
か
ら
、
「
従
業
員
の
奥
さ
ん
（
ご
両
親
、
お
子

様
等
）
を
扶
養
に
入
れ
て
欲
し
い
と
言
わ
れ
た
の
で
、
手

続
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
」
と
い
う
ご
依
頼
が
あ
り
ま

す
。 扶

養
に
入
れ
た
い
か
ら
と
い
っ
て
、
誰
で
も
扶
養
に
入

れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

健
康
保
険
の
扶
養
に
入
る
為
に
は
、
一
定
の
認
定
基
準

を
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

今
回
は
こ
の
『
健
康
保
険
の
扶
養
』
に
つ
い
て
お
話
さ

せ
て
頂
き
ま
す
。 

健
康
保
険
で
は
、
被
保
険
者
の
収
入
で
生
計
を
立
て
て

い
る
一
定
範
囲
の
扶
養
家
族
に
つ
い
て
も
給
付
を
行
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
扶
養
家
族
の
こ
と
を
『
被
扶
養
者
』
と

い
い
ま
す
。 

前
述
し
た
通
り
、
誰
で
も
被
扶
養
者
に
な
れ
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。 

ま
ず
始
め
に
、
次
に
あ
げ
る
健
康
保
険
法
に
定
め
る
被

扶
養
者
の
範
囲
で
あ
る
こ
と
が
条
件
と
な
っ
て
き
ま
す
。

【
被
扶
養
者
に
な
れ
る
人
】 

①
被
保
険
者
と
同
居
・
別
居
い
ず
れ
で
も
よ
い
人 

  

配
偶
者
（
内
縁
関
係
も
可
）
、
子
、
孫
、
弟
・
妹
、
父

母
、
祖
父
母
な
ど
の
被
保
険
者
の
直
系
尊
属 

②
被
保
険
者
と
同
居
し
て
い
る
こ
と
が
条
件
に
な
る
人

①
以
外
の
３
親
等
内
の
親
族
（
兄
・
姉
な
ど
）、
被
保

険
者
の
配
偶
者
（
内
縁
関
係
も
可
）
の
父
母
・
連
れ

子
、
配
偶
者
（
内
縁
関
係
も
可
）
死
亡
後
の
父
母
・

連
れ
子 

次
に
、
上
記
の
条
件
に
加
え
て
次
の
よ
う
な
収
入
（
※
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

条
件
も
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。 

③
同
居
の
場
合
は
、
年
収
が
１
３
０
万
円
未
満
（
６
０
歳

以
上
の
方
ま
た
は
障
害
者
は
年
収
１
８
０
万
円
未
満
）

で
、
か
つ
被
保
険
者
の
年
収
の
２
分
の
１
未
満
で
あ
る

こ
と
。
た
だ
し
、
２
分
の
１
以
上
で
あ
っ
て
も
総
合
的

に
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

④
別
居
の
場
合
は
、
年
収
１
３
０
万
円
未
満
（
６
０
歳
以

上
の
方
ま
た
は
障
害
者
は
１
８
０
万
円
未
満
）
で
、
被

保
険
者
か
ら
の
援
助
額
よ
り
少
な
い
場
合
。 

例
え
ば
、
別
居
の
場
合
は
、
扶
養
に
入
れ
た
い
家
族

の
年
収
が
７
２
万
円
だ
と
す
る
と
、
７
２
万
円
÷
１

２
ヶ
月
＝
６
万
円 

↓ 

扶
養
に
入
れ
る
為
に
は
、
そ

の
家
族
に
対
し
て
月
々
６
万
円
以
上
の
仕
送
り
を
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

（
※
）
収
入
の
範
囲･

･
･

給
与
収
入
、
各
種
年
金
収
入
、

事
業
収
入
、
不
動
産
収
入
、
雇
用
保
険
の
失
業
等
給
付

e
tc

な
お
、
７
５
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
に
該
当
す
る
方

は
被
扶
養
者
に
な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

 

こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
せ
ば
、
『
健
康
保
険
被
扶
養
者

（
異
動
）
届
』
に
収
入
を
証
明
す
る
書
類
や
住
民
票
（
別

居
の
場
合
）
を
添
付
し
て
手
続
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

被
扶
養
者
が
配
偶
者
（
妻
ま
た
は
夫
）
の
場
合
は
、
国
民

年
金
第
３
号
被
保
険
者
の
届
け
も
一
緒
に
行
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
被
扶
養
者
が
就
職
し
た
り
、
収
入
が
認
定
金
額

を
超
え
る
な
ど
被
扶
養
者
の
条
件
を
満
た
さ
な
く
な
れ

ば
、
す
み
や
か
に
『
健
康
保
険
被
扶
養
者
（
異
動
）
届
』

に
よ
り
、
保
険
証
を
添
付
し
て
削
除
の
届
出
を
忘
れ
ず
に

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

協
会
け
ん
ぽ
で
は
、
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
に
つ
い

て
、
被
扶
養
者
と
し
て
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
定
期

  
的
に
確
認
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
再
確

認
作
業
が
今
年
の
５
月
下
旬
か
ら
実
施
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
届
出
用
紙
は
事
業
主
様
宛
に
送
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
、
事
業
主
の
方
は
従
業
員
の
扶

養
状
況
を
確
認
し
、
提
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

こ
の
確
認
作
業
は
原
則
と
し
て
、
毎
年
同
時
期

に
実
施
さ
れ
る
よ
う
で
す
。 

従
業
員
数
が
多
い
会
社
さ
ん
で
は
、
確
認
作
業

に
時
間
が
か
か
る
の
で
、
社
会
保
険
作
業
と
し
て

年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
お
勧

め
し
ま
す
。 
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